
長文のお手紙、拝読致しました。丁寧な解説を頂きましてありがとうございます。 
経済政策の目的合理性を精緻に分析しようとする三和さんの本書での試みはわかってい 
たつもりなのですが、「非軍事化」という壮大なテーマが出てきたので、恐らく、私は別の

ことを期待していたのだと思います。 
非軍事化」というテーマには、私も大いに関心があり、期待していたのは以下のようなこ

とです。アメリカの意図が何かということも一つなのですが、それ以上に、憲法 9 条がで
きたとき、日本人がどれだけのリアリティを持って受けとめたのかということに関してか

なり疑念があるのです。確かに当時の社会心理状況や占領支配下にあったという政治状況

からして、46年に日本人が 9条を選択することに広く合意したとはいえると思います。し
かし、占領軍の憲法創案者たちが「戦争放棄・軍備不保持」という内容の指示を受けたと

きにとてもリアリティを感じられなかったのと同様、日本人の政界・財界の中にも決して 9
条体制が維持可能でないと思った人は多かったと思います。事実関係をよく調べたわけで

はないのですが、再軍備や軍需工業再興に向けた日本人の行動は意外に早くから始まって

いたものと思います。朝鮮戦争時にそれが顕著になって、経団連の中でも防衛生産委員会

の動きが突出し、30 万人軍備体制構想が登場し、同時に保安庁の類似した構想が出てくる
わけですが、これはアメリカの再軍備要求に呼応したというだけでなく、日本側の独自の

動きとしてかなり強力に推進されていくわけです。経団連の中でこれが必ずしもメジャー

な動きというわけではなかったようですが、日本は軍需工業がなければ重工業は生き残っ

ていけないというような講座派に通ずる認識は、当時の文献を読む限り、一部の財界人の

間では相当に強力だったものと思われます。実際、国際通貨体制の問題からポンド圏に対 
する繊維輸出にも限界があり、朝鮮戦争でほぼ完全に中国市場(製品、原材料の双方)を失い、
さらに 53年以降、特需が漸減して国際収支が危機に陥る中で、そうした認識は、たとえ一
時的なものであったとしても、かなりのリアリティを持っていたものと思います。 
 同時期、政治的には、ほぼ三派に分かれ、再軍備は違憲なので改憲して再軍備すべし(民主
党)、再軍備は違憲なので反対(社会党)、憲法の範囲内で一定の軍備を持つ(吉田・自由党)
という主張が出てきて、最終的には、憲法 9条維持・軽軍備(17/18万人の自衛隊体制)・日
米安保・経済成長重視という吉田ドクトリンが選択されるということになるわけです。旧

来の政治史では、吉田茂が戦略的に吉田ドクトリンを選択し、経済成長路線を導いていっ

たと理解されてきたようですが、近年の政治史研究を少しかじった理解によりますと、三

派とも過半数を占めることができないという状況の中で、アメリカの圧力をかわしつつ、

消去法の中で残ったのが吉田ドクトリンだということのようです。また、アメリカの圧力

をかわしえたのは、ソ連でフルシチョフ体制が成立して冷戦体制が若干緩和したこと、ス

エズ戦争で米と英仏の対立が生じ、西側諸国の足並みが乱れたことなどが関連しているも

のと考えられます。つまり、もし、吉田ドクトリンを戦後型の「非軍事化」体制と呼ぶこ

とができるのだとすれば、それは日本人が広範な合意のもとに選んだというものではなく

て、国際・国内政治環境からしてほかの選択肢をとり得ず、なし崩し的に成立した結果に



すぎないということだと思います。 
同時期に、経済的な条件が変化し、船舶輸出が増加し、鉄鋼の生産も増え、一般的に内需

が拡大したこともあって、軍需なしに重工業が成立し得るという見通しがたち、軍需工業

化路線は自然消滅していくというよく知られている過程を辿るわけです。 
ここには、三和さんのご著書の造船規制政策のその後が大いに関係してきますが、そうい

うわけで、私は、経済的にも政治的にも、50年代前半まで、30年代ほどの軍国主義的衝動
とまではいかなくても、かなり強い軍事的衝動が日本に確実に存在したと考えています。

「非軍事化」(もちろん自衛隊と日米安保があるわけですから、占領初期の理想化された憲
法 9 条体制とはかなり違いますが)がリアリティをもって成立したのは、なし崩し的に政
治・経済状況が変化する 50年代半ば頃なのではないかと考えていました。 
 私には以上のような認識があったのですが、そういう点からも、三和さんが「非軍事化」
というテーマでどういう議論をされるのかに興味があったというわけです。恐らく、私と

三和さんの「非軍事化」に対する関心はかなり共通点があるのだと思います。吉田ドクト

リンは、確かに戦後の経済成長の前提条件として有用であったとは思います。しかし、私

は、戦後、憲法 9 条・日米安保・自衛隊体制が、必ずしも日本人が積極的に選択したわけ
ではないということをもって、「非軍事化」が決して定着しなかったのだとも考えています。

特に、近年の日本の一種の再軍備論争を見ていると、50 年代半ばに再軍備問題自体が議論
半ばで自然消滅したことのつけが回ってきたように思います。 
 そのようなわけで、三和さんが丁寧に政策決定の議論を進めようとされた手法と戦後の動
向を踏まえた議論を求める私の期待との間に多少、ずれがあったという気がしています。

しかし、三和さんと対話でき、かなり共有できる問題意識もありそうだとわかったことは、

私にとっても大変貴重な経験になりました。どうもありがとうございます。 


